
高崎市役所　納税課  特別整理担当

電話　０２７－３２１－１２２６(直通)

・本市は公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。

注意事項

・権利移転及び危険負担の移転の時期は、買受人が買受代金を全額納付した時とします。したがっ
て、所有権取得後の財産の棄損、焼失等による損害は買受人（落札者）の負担となります。

・「高崎市インターネット公売ガイドライン」に基づき執行します。

公　売　財　産　明　細　書

Nintendo Switch
Proコントローラー、Joy-Con充電スタンド(HORI)付属

売却区分番号  7-24
見積価額 金10,000円
公売保証金 金1,000円

財産の表示

・公売財産が、課税財産であるか、非課税財産であるかに関わらず、最高価申込価額を売却決定金額
とします。

・滞納市税等の完納が証明された場合などは、公売を中止することがあります。

・本公売財産は中古品です。

・いかなる理由があっても、引き渡した公売財産の返品及び苦情等は受け付けません。

・動作確認しています。

・本公売財産は使用等による汚れや傷等が見受けられます。

・本公売財産は適格請求書発行できません。

・本体、付属品のほかに、ドック、HDMIケーブル、充電ケーブルが付属しております。

・本公売財産はProコントローラー、Joy-Con充電スタンド付属しております。

・引き渡し時も現状有姿での引渡しとなります。

・本公売財産及び付属品に包装箱はついておりません。

・買受代金の納付について
　買受代金＝落札価額－公売保証金額
　買受代金納付期限　令和8年2月12日（木）14時30分まで

・期限までに納付を確認できるように、一括でご納付ください。

・期限までに納付ができない場合、公売保証金は没収となります。

・期限までに故意に買受代金の納付をしない買受人は、以降2年間、本市の実施する公売には参加で
　きません。

問い合わせ先

その他事項
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